
群馬県クラブユース(U-15)サッカー連盟規約 

第 1章  総則 

(名称) 

第 1条  この連盟は、群馬県クラブユース（U-15）サッカー連盟(以下「連盟」という。)と称する。 

(事務局) 

第 2条  この連盟の事務局は、図南クラブ内(前橋市野中町 447-1)に置く。 

第 2章  目的及び事業 

(目的) 

第 3 条   この連盟は、群馬県サッカー協会及び日本クラブユースサッカー連盟及び関東クラブユースサ

ッカー連盟の指導のもとに加盟クラブ相互の連絡調整を図り、ジュニアユースサッカーの強化・

育成・普及及び振興を図るとともに、サッカーを通じて相互の親睦を図ることを目的とする。 

(事業) 

第 4条  この連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行うものとする。 

    (1)クラブユースサッカーの競技会の開催に関すること。 

    (2)クラブユース(U-15)の組織育成に関すること。 

    (3)クラブユース(U-15)の強化・育成及び普及に関すること。 

    (4)クラブユース(U-15)の情報収集及び関係機関への情報提供に関すること。 

    (5)クラブユース(U-15)に関する正式記録の作成及び保存に関すること。 

    (6)その他連盟の目的達成に必要な事業。 

 第 3章  組織 

(組織) 

第 5条  この連盟は、原則として日本サッカー協会第 3種登録チームで組織する。但し、連盟が認めたク

ラブについてはこの限りではない。 

2 加盟クラブは、第 3条の目的に賛同し、第４条の事業を達成できる条件を備えたクラブでなけれ 

ばならない。 

加盟クラブは、理事総数の 3分の 2以上の同意を得なければ加盟を承認しない。また、加盟クラ

ブは一年間の連盟事業に代表または監督が参加しなければならない。 

   4  加盟クラブは、日本クラブユースサッカー連盟の規約に則ったクラブでなければならない。また 

代表・クラブ所在地・練習会場(グランド)が群馬県内とする。 

5  加盟クラブは、不条理な行為を行い、またその行為が不条理と認められた場合、そのクラブ並び

に代表、監督、コーチ、スタッフは理事総数 3分の 2以上の同意(賛成)で解散及び除名にすること

が出来る。 

 第 4章 役員 

(役員) 

第 6条  この連盟には、次の役員を置くものとする。 

    (1)委員長  1名 

    (2)副委員長 若干名 

(3)事務局長 1名 

    (4)理事   若干名 

    (5)監事   2名 



(6)その他 

 

(委員長及び副委員長) 

第 7条  委員長及び副委員長及び理事は、理事会の互選とする。 

   2  委員長は、この連盟を代表し業務を統括する。 

   3  副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、又は欠けたときはその職務を代行する。 

    

(理事) 

第 8条  理事は、加盟クラブを代表するものをもって充てる。 

2 委員長は、前項の規程による理事の他に理事会の承認を得て、学識経験者のなかから理事若干

名を委嘱することができる。 

   3  理事は、理事会を構成する。 

(監事) 

第 9条  監事は、理事会の議決を経て委員長が委嘱する。 

   2  監事は、会計を監査する。 

(任期) 

第 10条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。 

   2  補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

   3  役員は、その任期満了の後継者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 

(役員の解任) 

第 11 条 この連盟の役員がその加盟クラブを離れた場合又は役員として相応しくない行為があった場合

は、理事会の議決を得て、解任されるものとする。 

 第 5章 顧問及び参与 

(顧問及び参与) 

第 12条 この連盟に理事会の推薦に基づき、顧問及び参与を置くことができる。 

   2  顧問は、委員長の諮問に応じ、参与は理事会の諮問に応ずるものとする。 

 第 6章 会議 

(理事会) 

第 13条 理事会は、委員長・副委員長・事務局長・理事をもって構成する。 

2 理事会は、委員長が招集しその議長となる。 

3  理事会は、年数回とする。但し、委員長が必要と認めたとき又は 3分の 1以上の理事が会議開催 

理由を示して委員長に請求したときは、委員長は臨時に理事会を招集しなければならない。 

(議決事項) 

第 14条 理事会は、次に掲げる事項を審議決定する。 

    (1)毎年度の事業計画及び予算 

    (2)毎年度の事業報告及び決算 

    (3)役員の選出 

    (4)規約の改正 

    (5)その他この連盟の業務に関する重要な事項 

 



(会議の成立) 

第 15条 理事会は、理事総数の 3分の 2以上が出席しなければ開会することができない。但し、予め書面

をもって委任をしたものは出席者とみなす。 

(議決) 

第 16条 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決める。 

(正副会) 

第 17条 正副会は、委員長、副委員長及び事務局長をもって構成する。 

   2 委員長は、必要に応じて正副会を開催することができる。 

   3 正副会は、緊急を要する事項を審議し、執行する。 

   4 第 15条及び第 16条の規程は、理事会の会議について準用する。 

(委員会) 

第 18条 委員長は、必要に応じて理事会の下に、専門委員会を設けることができる。 

   2 専門委員会の委員及び構成、事業内容は、別に細則で定めるものとする。 

 第 7章 会計等 

(会計) 

第 19条 この連盟の経費は、次に掲げるものをもって支弁する。 

(1)会費 

(2)事業収入 

(3)寄付金 

(4)その他の収入 

(事業監査) 

第 20条 監事は、各会計年度末に決算と業務が適切に行われているかを監査し、その結果を理事会に報

告しなければならない。 

(会計年度) 

第 21条 この連盟の会計年度は、毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月 31日に終わる。 

 第 8章 規約の変更並びに解散 

(規約の変更) 

第 22条 規約は、理事総数の 3分の 2以上の同意を得なければこれを変更することができない。 

(解散) 

第 23条 この連盟は、理事総数の 4分の 3以上の同意を得なければこれを解散することができない。 

 第 9章 補則 

(補則) 

第 24条 この規約の施行についての必要事項は、常任理事会の議決を得て定める。 

   付則 

この規約は、平成 10年 4月 1日から施行する。 

この規約は、平成 21年 1月 1日から施行する。 

この規約は、平成 21年 4月 1日から施行する。 

この規約は、平成 22年 4月 1日から施行する。 


